
 

 

 

 

 

 

現在の農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の任期が、令和８年７月 19 日をもって満了と

なるため、次期の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。 

 農業に従事されている方のほか、農業に関心のある方ならどなたでも自薦、他薦により応募できます。 

 

【 応募要件 】 推薦を受ける者および募集に応募する者は、農業に関する識見を有し農地等の利用の最適化の推

進に関する職務を適切に行うことができる者とする。 

        ※「農地等の利用の最適化」とは、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・

解消、新規参入の促進であると規定されています。 

 

【 応募資格 】(1) 法令の規定により、兼職が禁止されていない職の者 

(2) 南九州市の職員でない者 

(3) 過去及び現在において、農業委員会の活動や市政の推進を妨害したことがない者 

(4) 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）でない者 

 

【 応募方法 】 自薦（応募）または他薦（推薦の場合、団体推薦又は個人３名以上の連名による）。所定の申込

書類に次の事項を記入し、候補者同意書を添えて提出します。 

       (1) 応募する者または推薦する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況 

        (2) 応募または推薦の理由 

        (3) 応募または推薦する者が認定農業者であるか否かの別 

        (4) 農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別 

               

※申込書類 

         農業委員 

          他薦～委員候補者推薦書（第1号様式）、候補者同意書 

          自薦～委員候補者募集応募申込書（第2号様式）、候補者同意書 

         農地利用最適化推進委員 

          他薦～農地利用最適化推進委員推薦書（第1号様式）、候補者同意書 

          自薦～農地利用最適化推進委員候補者応募申込書（第2号様式）、候補者同意書 

 

【 申込書類の設置場所及び提出先 】 

        農業委員会事務局（頴娃庁舎）、知覧・川辺支所農林係 

        （申込書類は南九州市ホームページからダウンロードすることもできます。） 

 

【 情報公表 】募集期間中及び募集終了後に、南九州市ホームページで以下の内容について公表します。 

        (1) 候補者の氏名、職業、年齢、性別 

        (2) 応募または推薦の理由等 

 

【 任 期 等 】 (1) 農 業 委 員：令和８年７月20日～令和11年７月19日（３年間） 

(2) 農地利用最適化推進委員：農業委員に準ずる。 

農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します 



 

 

【 報 酬 等 】南九州市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による。 

 

【 募集人員 】(1) 農 業 委 員 ： １９人 

(2) 農地利用最適化推進委員 ： ２１人 

 

【 応募期間 】令和８年３月16日（月）から令和８年４月17日（金）まで 

      （土・日・祝日・臨時開庁日を除く市役所開庁日の午前８時30分から午後５時15分まで） 

       ※郵送については、当日消印有効 

 

【 選任方法 】 農業委員候補者評価委員会等において提出された書類をもとに候補者の評価を行い、農業委員候

補者は市長に、農地利用最適化推進委員候補者は農業委員会会長に報告します。（必要に応じて面

接を行うことがあります）。 

市長は、同委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定し、市議会の同意を得たうえで、任命し

ます。 

また、農地利用最適化推進委員候補者も候補者の評価を行い、市農業委員会が委嘱します。 

 

【 業 務 等 】(1) 農業委員 

        ① 農業委員会総会（毎月１回）での審議 

        ② 農地法等に基づく権利移動や転用等に関する現地調査及び許認可に関する審議 

        ③ 法令に基づく利用権設定等に関する意見決定 

        ④ 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の作成・変更 

        ⑤ 農地等の利用の最適化に係る現地調査及び関係者との調整 

        ⑥ 農地等の利用の最適化に係る行政機関等への意見の提出 

        ⑦ 地域計画など地域における話し合い活動への参加 

               ⑧ その他農業に関する調査及び情報提供並びに研修会等への参加等 

 

       (2) 農地利用最適化推進委員 

        ① 農業委員会総会での意見具申 

        ② 担当する地域内の農地の権利移動業務や遊休農地調査 

        ③ 担当する地域内の農地等の利用の最適化に係る現地調査及び関係者との調整 

        ④ 地域計画など地域における話し合い活動への参加 

               ⑤ その他農業に関する調査及び情報提供並びに研修会等への参加等 

       ※ 農地利用最適化推進委員が担当する地域及び定数は、以下の表のとおりです。 

 

 

 

【 そ の 他 】 農業委員及び農地利用最適化推進委員の身分は、非常勤の特別職の公務員です。秘密保持義

務がありますので、職務上知り得た情報は在職中だけでなく退任後も漏らしてはなりません。 

応募等に関する事項は、農業委員会事務局（頴娃庁舎）までお問い合わせください。 

         〒891-0792 南九州市頴娃町牧之内2830番地 

  南九州市農業委員会事務局 

                    ＴＥＬ：0993-36-1111  ＦＡＸ：0993-36-3136 

 

地 域 名 頴娃地域 知覧地域 川辺地域 

定  数 ８人以内 ８人以内 ７人以内 


